
Ⅲ市政改革の取組と今後の方向性

④歳入の確保

 歳入確保はもとより、市民負担の公平性・公正性の確保の観点などから、未収金対策

に取り組んでいます。 
 

 「新たな未収金を極力発生させない」「既存未収金の解消」を二つの柱として、平成20

年度に、全市的な取組を総括する「大阪市債権回収対策会議」の設置、各局で対応困難と

なっている高額事案などを集中的に回収する「市債権回収特別チーム」を設置するなど、

全庁的な取組を強化してきました。 
 

 さらに平成24年８月に、「市債権回収特別チーム」を母体として、「市債権回収対策室」

を設置し、未収金回収担当を集約化するなど、未収金対策を一層促進しています。 
 

 今後も取組みを徹底し、平成26年度末に未収金の残額を551億円まで圧縮します。 

 未利用地の売却については、大阪市土地流動化委員会の意見を受け、平成19年度に

「大阪市未利用地活用方針」を策定し、平成23年度末までに973億円（一般会計）を売却し

ました。 

 

 現在の厳しい財政状況の下、今後も可能な限り売却に取り組み、平成24年度254億円、

平成25年度150億円、平成26年度150億円の売却を目指します。 
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